








18「当ファンドの主なリスク」および「留意点」については、２０～２１ページをご覧ください。

投資プロセス
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分配金再投資基準価額 *1 参考指標*2

2005年7月21日

人民元切り上げ後

株式相場上昇

2007年2月27日

A株ショック

2007年7月～8月  サブ

プライム問題の深刻化

2008年9月15日

米証券大手リーマン･

ブラザーズ破綻

2008年10月

世界的金融危機

2007年11月5日

中国の個人投資家の香港

株式投資解禁先送り

2008年11月9日

4兆元の景気刺激策発表

2010年6月19日

人民元相場の弾力化発表
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ＨＳＢＣ チャイナ オープン ー 設定来の運用経過

出所 : 投資信託協会のデータをもとにＨＳＢＣ投信が作成

香港ドル（対円）の為替レートの推移 (2002年1月31日～2011年7月29日)

出所 : ＨＳＢＣ投信

基準価額と参考指標 (2002年1月31日～2011年7月29日)

*1 基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです。

*2 2005年6月1日まではCLSAチャイナワールドを、 CLSA社による同指数の算出・公表停止に伴い2005年6月2日以降は、MSCIチャイナフリーインデックスを

参考指標として、設定時を10,000として指数化し、使用しております。尚、当該指標は当ファンドのベンチマークではありません。

注 : 上記は過去のパフォーマンスであり、当ファンドの将来の運用成果を示唆するものではありません。
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投資者の皆様が当ファンドに投資される元本は保証されているものではありません。投資信託は預貯金とは異なることに

ご注意ください。当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価

格変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆様の投資元本を割り込むこ

とがあります。

当ファンドの主なリスク

１．株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的または長期的に大きく下落することが
あります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、現時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありませ
ん。

２．信用リスク
株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる可能性があります。債券

等への投資を行う場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。

３．為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。

４．流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市
場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。

５．カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取引等に関する規制の変更や新たな
規制が設けられた場合には、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。

※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※ 当ファンドのお申込みに関しては、上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。
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当資料はＨＳＢＣ投信株式会社が作成した販売用資料です（ただし、販売会社固有情報部分を除きます。同情報の詳細については販売会社にお問い合わせ

ください。）。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料の記載内容等は

作成時点のものであり、今後変更されることがあります。またデータ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。

投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組入有価証券の値動き、

為替変動による影響を受けます。したがいまして元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損益）は全て投資者の皆様に帰属します。投資信

託は、預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入の投資信託は投

資者保護基金の保護の対象ではありません。購入のお申込みにあたりましては投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面（目論見書補完

書面等）を販売会社からお受け取りの上、十分にその内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

留 意 点

販売会社※2受託会社 中央三井アセット信託銀行株式会社※1

（再信託受託会社 ： 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて投資判断、発注を

行います。

当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図等を行います。

当ファンドの受託会社として、信託財産の保管、管理、計算、その他の付随業務等を行

います。

委託会社 ＨＳＢＣ投信株式会社

※1 中央三井アセット信託銀行株式会社は、関係当局の認可等を前提に、平成24年4月1日付で中央三井信託銀行株式会社および住友信託銀行株式会社と合併し、新商号を三井住友信託
銀行株式会社とする予定です。

※2 販売会社固有情報（金融商品取引業者（登録番号）、加入協会等）については、表紙の左下の「お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は」をご覧ください。販売会社は、投資
信託説明書（交付目論見書）の提供場所になります。また当ファンドの販売会社につきましては、以下の照会先でご確認いただけます。

当ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、換金申込の受付、収益分配金の再

投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払等を行います。

ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッド

照会先

委託会社、その他関係法人

投資顧問会社

（運用委託先）

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第308号
加入協会／（社）投資信託協会、（社）日本証券投資顧問業協会 www.assetmanagement.hsbc.com/jpホームページ

03-3548-5690 （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）電話番号ＨＳＢＣ投信株式会社
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お申込みメモ

基準価額（１万口当たり）は、翌日の日本経済新聞朝刊に「チャイナ株」の略称で掲載されます。そ の 他

決算時及び償還時に委託会社が作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に交付します。運 用 報 告 書

日本経済新聞に掲載します。公 告

５，０００億円信 託 金 の 限 度 額

年１回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。分配金の受取方法
により、分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」の２つのコースがあります。

収 益 分 配

ファンドの残存口数が１０億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。繰 上 償 還

無期限（信託設定日：平成14年1月31日）信 託 期 間

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金の申込受付の中止及び取消しを
行う場合があります。

購入・換金の申込受付の
中 止 及 び 取 消 し

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。換 金 制 限

平成23年4月26日から平成24年4月25日まで（当該期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）購 入 の 申 込 期 間

原則として午後３時までとします。申 込 締 切 時 間

購入代金は、販売会社が個別に定める期日までに、販売会社に支払うものとします。
*購入代金とは、購入金額（購入価額×購入口数）に購入時手数料（税込）を加えた金額です。

購 入 代 金

原則として、換金申込受付日から起算して５営業日目以降に販売会社でお支払いします。換 金 代 金

日本国内の営業日であっても、香港の証券取引所の休場日に該当する場合には、購入及び換金の申込受付は行いません。申 込 受 付 不 可 日

課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、収益分配金、換金時及び償還時の差益に対して課税されます。益金不算入制度、配
当控除の適用はありません。

課 税 関 係

毎年1月30日（休業日の場合は翌営業日）決 算 日

換金申込受付日の翌営業日の基準価額換 金 価 額

販売会社が個別に定める単位とします。換 金 単 位

購入申込受付日の翌営業日の基準価額購 入 価 額

販売会社が個別に定める単位とします。購 入 単 位
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購入時にご負担いただきます。
購入金額に、３.１５％（税抜３.０％）を上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。

購 入 時 手 数 料

投資信託振替制度に係る手数料及び費用／法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用／当ファンドの受益者に対して行う公告に係
る費用／法定書面の作成、印刷、交付に係る費用／監査報酬及び法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等（（2）の項目については、毎
計算期間の最初の６ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、純資産総額に対し上限年０.２％としてファンドより支払われます。）

（2）

ファンドの保有期間中その都度ファンドから支払われます。

※その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表記できません。

有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／借入金利息、融資枠設定に要する費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に
要する費用、受託会社が立替えた立替金利息等

投資者が直接的に負担する費用

※当ファンドにかかる費用の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。

（1）

そ の 他 費 用 ・ 手 数 料

ファンドの日々の純資産総額に対して、年１.８９％（税抜年１.８０％）
運用管理費用は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
（税抜年１.８０％の内訳：委託会社１.００％、販売会社０.７０％、受託会社０.１０％）
※委託会社に対する運用管理費用には、運用委託先への報酬が含まれています。

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ありません。信 託 財 産 留 保 額

当ファンドにかかる費用


